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規 則

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成24年 7 月24日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第67号

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

高知県港湾施設管理条例施行規則（昭和29年高知県規則第51

号）の一部を次のように改正する。

別表第 2 の別図16の 3 を次のように改める。
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第476号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成24年 7 月24日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成24年 7 月24日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　中村宿毛

 3 　道路の区域

高知県告示第477号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成24年 7 月24日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成24年 7 月24日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　奥の谷日比原

 3 　道路の区域

高知県告示第478号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成24年 7 月24日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成24年 7 月24日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　奥の谷日比原

 3 　道路の区域

表あしずり港の項中

める。

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、穴内土地改良区の定款の変更を平成24年 7 月 9 日に認可し

た。

平成24年 7 月24日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

公営企業局管理規程

高知県公営企業局職員就業規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成24年 7 月24日

高知県公営企業局長　安岡　俊作

高知県公営企業局管理規程第18号

高知県公営企業局職員就業規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局職員就業規程（昭和28年高知県電気局管理規

程第 8 号）の一部を次のように改正する。

第30条第 1 項の表18の項中「骨髄提供」を「骨髄又は末梢
しょう

血幹

細胞の提供」に、「骨髄液の」を「骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移

植のための末梢
しょう

血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又

は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢
しょう

血

幹細胞移植のため末梢
しょう

血幹細胞を」に、「認められる場合」を

「認められるとき。」に改める。

附　則

この規程は、平成24年 7 月24日から施行する。

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

幡多郡三原村柚ノ木

字カミキレ1022番 1 

から

幡多郡三原村柚ノ木

字コギレ1167番 1 ま

で

幡多郡三原村柚ノ木

字カミキレ1022番 1 

から

幡多郡三原村柚ノ木

字コギレ1167番 1 地

先まで

〜 498前

〜 505後

3.5

15.5

9.2

45.5

区 　　　 　間 延　　　　長敷地の幅員変更前

（メートル）（メートル）後の別

吾川郡いの町清水下

分字北478番 7 

〜 12前

〜 12後

3.1

3.4

4.8

6.6

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

吾川郡いの町清水下

分字上槇川谷渕304

番 1 

吾川郡いの町清水上

分字梅木谷3686番 2 

から

吾川郡いの町清水上

分字梅木谷3685番 1 

まで

〜

〜

27

96

前

前

〜

〜

27

96

後

後

3.0

3.7

3.6

13.9

4.0

5.5

12.0

27.4

高知県告示第479号

昭和61年 5 月高知県告示第317号（港湾施設の概要）の一部を

次のように改正する。

平成24年 7 月24日

高知県知事　尾﨑　正直

「

「

「 「

を

」 」

を

に、

に改

」

」

〃

〃

〃

係留施設

浮き桟橋（耐震

移動式）

臨港道路

5.0

7.5

－

1.0

1.0

－

50

50

690.5

－0 －1,301
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人 事 委 員 会 規 則

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成24年 7 月24日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第26号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改

正する規則

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 6 年高知県

人事委員会規則第47号）の一部を次のように改正する。

第13条第 1 項の表18の項中「骨髄提供」を「骨髄又は末梢
しょう

血幹

細胞の提供」に、「骨髄液の」を「骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移

植のための末梢
しょう

血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又

は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢
しょう

血

幹細胞移植のため末梢
しょう

血幹細胞を」に、「認められる場合」を

「認められるとき。」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成24年 7 月24日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第27号

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の

一部を改正する規則

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 6 

年高知県人事委員会規則第48号）の一部を次のように改正する。

第12条第 1 項の表18の項中「骨髄提供」を「骨髄又は末梢
しょう

血幹

細胞の提供」に、「骨髄液の」を「骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移

植のための末梢
しょう

血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又

は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢
しょう

血

幹細胞移植のため末梢
しょう

血幹細胞を」に、「認められる場合」を

「認められるとき。」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成24年 7 月24日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第28号

警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部

を改正する規則

警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 6 年高

知県人事委員会規則第49号）の一部を次のように改正する。

第12条第 1 項の表18の項中「骨髄提供」を「骨髄又は末梢
しょう

血幹

細胞の提供」に、「骨髄液の」を「骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移

植のための末梢
しょう

血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又

は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢
しょう

血

幹細胞移植のため末梢
しょう

血幹細胞を」に、「認められる場合」を

「認められるとき。」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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そ
の

他

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
3
7
年
法
律
第
1
5
2
号
）
第
2
2
条
第
 3
 項

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
2
3
年
度
の
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

平
成
2
4
年
 7
 月

2
4
日

高
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県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
 
 
理
事
長
 
 
板
原
　
啓
文
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